
 
社
会
福
祉
施
設
等
措
置
費
用
徴
収
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 
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社
会
福
祉
施
設
等
措
置
費
用
徴
収
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

社
会
福
祉
施
設
等
措
置
費
用
徴
収
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
広
島
県
規
則
第
七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

第
一
条
中
「
（
以
下
「
費
用
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
一
号
中
「
、
第
二
十
三
条
又
は
第
二

十
七
条
第
一
項
第
三
号
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
措
置 

当
該
措
置
を
受
け
た
者
」
を
「
若
し
く
は

第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
措
置
又
は
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
措

置
（
法
第
三
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
措
置
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
） 

当
該
措
置

を
受
け
た
者
（
以
下
「
被
措
置
者
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
に

定
め
る
扶
養
義
務
者
（
」
を
「
被
措
置
者
と
同
一
世
帯
に
属
し
て
生
計
を
一
に
し
て
い
る
も
の
の
う
ち
、
」

に
改
め
、
「
に
限
る
。
）
で
当
該
措
置
を
受
け
た
者
と
同
一
世
帯
に
属
し
て
生
計
を
一
に
し
て
い
る
も
の
を

い
う
」
を
削
る
。 

第
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

一 

前
条
第
一
号
の
措
置
を
し
た
場
合
（
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
） 

被
措
置
者
及
び
そ
の
扶
養
義
務
者
の
税
額
等
に
よ
つ
て
別
表
第
一
左
欄
に
定
め
る
階
層
区
分
に
応

じ
、
同
表
右
欄
に
定
め
る
徴
収
基
準
月
額 

第
二
条
第
一
項
第
二
号
中
「
被
措
置
者
」
を
「
当
該
措
置
を
受
け
た
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。 

２ 

同
一
世
帯
に
二
人
以
上
の
被
措
置
者
そ
の
他
知
事
が
定
め
る
者
が
存
す
る
場
合
並
び
に
被
措
置
者
の
扶

養
義
務
者
に
法
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
児
通
所
給
付
費
、
法
第
二
十
一
条
の

五
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
例
障
害
児
通
所
給
付
費
及
び
法
第
二
十
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
障
害

児
入
所
給
付
費
が
支
給
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
前
項
の
徴
収
月
額
を

減
額
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
二
条
第
四
項
中
「
別
表
第
三
」
を
「
別
表
第
二
」
に
改
め
る
。 

第
四
条
第
一
項
中
「
被
措
置
者
」
を
「
措
置
を
受
け
た
者
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
一
備
考
３
⑴
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 
⑴
 
入
所
施
設
 
児
童
養
護
施
設
，
障
害
児
入
所
施
設
，
児
童
自
立
支
援
施
設
，
情
緒
障
害
児
短
期
治

療
施
設
，
乳
児
院
，
肢
体
不
自
由
の
あ
る
児
童
又
は
重
症
心
身
障
害
児
を
入
所
さ
せ
る
指
定
医
療
機

関
，
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
所
及
び
里
親
 

別
表
第
一
備
考
３
⑵
中
「知

的
障

害
児

通
園

施
設

，
難

聴
幼

児
通

園
施

設
，

肢
体

不
自

由
児

施
設

通
園

部
，
情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
通
所
部
」

を「
情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
通
所
部
」

に
改
め
る
。 

 

別
表
第
二
を
削
り
、
別
表
第
三
を
別
表
第
二
と
す
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


